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（１）建築行為等許可申請書 １ ○ 申請書をかがみとし、図面及び添付書類をＡ４サイズ綴じ込みとして提出すること。

〇 押印は不要、記名のみで可。

（注）住所は、大字、小字を省略しないで記入すること。

（注）敷地の地名地番の欄には、建築行為を行う土地が仮換地の場合は、底地

及びブロック・ロット、従前地を記入すること。保留地の場合は、底地及び

ブロック・ロットを記入すること。従前地は記入不要です。

（注）申請書の訂正には申請者本人の訂正印または捨印が必要です。

（注）敷地内に貸家、長屋、共同住宅等を数戸、数棟を建築する場合は、建築行

為等許可申請書の別紙に、各棟の敷地の地名地番、敷地面積、建築行為

等の概要等を記入し、建築行為等許可申請書には、その合計を記入する

こと。

（２）承諾書 １ ○ 申請する土地が借地の場合に添付すること。

○ 承諾書に実印を押印し、印鑑証明書を添付すること。（法人の場合は、代表者印

を押印すること。）

（注）土地の表示の欄には、仮換地又は保留地のブロック・ロット及び従前地を記入

すること。保留地の場合は、従前地は記入不要。従前地は、申請書と同一の

内容を記入すること。

（注）使用面積の欄には、仮換地又は保留地の敷地面積を記入すること。

（３）地区計画区域内における行為 １ ○ 都市政策課で発行した「地区計画区域内における行為の届出書の受理について」

　　　の届出書の受理書の写し の写し（コピーしたもの）を添付すること。

（４）添付図面 １ ○ 位置図、配置図、平面図、立面図を基本とする。

○ 図面は、１部提出すること。その他に、都市政策課でスタンプを押され返却された

図面を２部提出すること。（この図面に当事業所で許可スタンプを押印し、返却

します。それを建築指導課あるいは指定民間確認検査機関に提出すること。）

（注）図面訂正の必要が生じた場合は、原則として図面差し替えで対応します。

図面の訂正をペンによる書き込みで行う場合、当該部分に図面作成者の

訂正印を押すこと。

（注）貸家、長屋、共同住宅を数戸、数棟、建築する場合、各戸、各棟ごとに３部

必要となります。例えば、貸家２戸建築される場合は、位置図、配置図、平面

図、各３部必要ですので、計６部必要となります。

※申請書を提出してから許可が下りるまで一週間程度の期間を要しますので、期間に余裕をもって申請して下さい。
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